
契 約 年 月 日 平成２８年６月１６日

契 約 業 者 名 三菱電機ビルテクノサービス(株)

契約業者の住所 大阪市北区天満橋一丁目８番３０号

工 事 の 名 称 平成２８年度舞子ＢＳエレベーター他整備

工 事 場 所 舞子ＢＳ及び明石海峡大橋

工 事 種 別 保全施設工事

工 事 概 要
本工事は舞子ＢＳエレベーターの油圧ユニットの整備等、明石海峡大橋エレベーター
の主ロープ・調速機ロープの切り詰め及び、各種停電保証バッテリーの交換等並び
に試験調整を行うものである。

工 期 （ 自 ） 平成２８年６月１７日から

工 期 （ 至 ） 平成２９年３月１０日まで

契 約 金 額 １１，６９９，６４０円

予定価格（消費
税及び地方消費
税 抜 き ）

１１，０９４，０００円

本整備は、舞子バスストップに設置しているエレベーター油圧機器等の交換及び明
石海峡大橋主塔エレベーターの主ロープ及び調速機ロープの切り詰め、制御機器等
の交換ならびに試運転調整を実施するものである。
本整備の対象となるエレベーターの制作会社は、三菱電機(株)である。
上記業者は、本整備の対象となる三菱電機(株)製のエレベーターの点検、検査、部
品調達、整備、修繕等、本整備を安全かつ円滑に履行できる唯一の業者である。

したがって、契約規程第４条第１項第１号及び契約事務細則第３６条第１項第４号の
規定に基づき、随意契約するものである。

随意契約結果表

随意契約の相手
方 の 選 定 理由


